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◎
国
家
情
報
会
議
設
置
法
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○
国
家
情
報
会
議
設
置
法
案
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 
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正 
 

 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

修 
 

 

正 
 

 

前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
設
置
） 

第
二
条 

重
要
情
報
活
動
（
安
全
保
障
の
確
保
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
発
生
又
は
そ

れ
に
よ
る
被
害
の
防
止
、
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
そ
の
他
の
我
が
国
の
重
要

な
国
政
の
運
営
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
重
要
国
政
運
営
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
そ
の
政
策
決
定
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
調
査
に
係
る
活
動
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
（
公
に
な
っ
て
い
な

い
情
報
の
う
ち
そ
の
漏
え
い
が
重
要
国
政
運
営
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が

あ
る
も
の
を
取
得
す
る
た
め
の
活
動
（
こ
れ
と
一
体
と
し
て
行
わ
れ
る
不
正

な
活
動
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
外
国
（
本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
又
は
地
域

を
い
う
。
）
の
利
益
を
図
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
へ
の
対
処
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
機
関
と
し
て
、
内
閣

に
、
国
家
情
報
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
三
条 

会
議
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
す
る
。 

一
～
四 

〔
略
〕 

五 

重
要
情
報
活
動
の
実
施
又
は
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
に
際
し
て
の
国

民
の
基
本
的
人
権
の
不
当
な
侵
害
の
防
止
及
び
こ
れ
ら
に
従
事
す
る
職
員

（
設
置
） 

第
二
条 

重
要
情
報
活
動
（
安
全
保
障
の
確
保
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
発
生
の
防

止
、
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
そ
の
他
の
我
が
国
の
重
要
な
国
政
の
運
営
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
重
要
国
政
運
営
」
と
い
う
。
）
に
資
す
る
情
報
の
収

集
調
査
に
係
る
活
動
を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
（
公
に
な
っ
て
い
な
い
情
報
の
う
ち
そ
の
漏
え
い

が
重
要
国
政
運
営
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
取
得
す
る
た
め

の
活
動
（
こ
れ
と
一
体
と
し
て
行
わ
れ
る
不
正
な
活
動
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
外
国
（
本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
又
は
地
域
を
い
う
。
）
の
利
益
を
図
る

目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
へ
の
対
処
を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
機
関
と
し
て
、
内
閣
に
、
国

家
情
報
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
三
条 

会
議
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
す
る
。 

一
～
四 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 
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の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
の
た
め
の
方
策 

六 
〔
略
〕 

 

（
国
会
へ
の
報
告
等
） 

第
十
四
条 

政
府
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
、
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
の
会
議
の
調
査
審
議
の
結
果
並
び
に
重
要
情
報
活
動
の
実
施
及
び

外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
の
状
況
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
五
条 

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

  

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
検
討
） 

第
六
条 

政
府
は
、
重
要
情
報
活
動
の
実
施
若
し
く
は
外
国
情
報
活
動
へ
の
対

処
に
際
し
て
国
民
の
基
本
的
人
権
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
に
従

事
す
る
職
員
の
政
治
的
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
等

 

五 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

    

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
四
条 

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

  

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
〔
新
設
〕 



  

- 3 - 

を
独
立
し
た
公
正
な
立
場
に
お
い
て
検
証
し
、
及
び
監
察
す
る
こ
と
の
で
き

る
新
た
な
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
可

能
な
限
り
早
い
時
期
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 


